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	1-0表紙
	1-1.国営かんがい排水事業（済）
	1-2.国営施設応急対策事業（修正無し）
	1-3.国営土地改良事業に係る調査計画制度（修正無し）
	1-4.基幹水利施設整備型（水利施設等高度化事業・農山漁村地域整備交付金）（修正無し）
	（６）河川に設置されている取水施設（農業用水として河水を得るための頭首工、集水渠、揚水機、取付水路等の構造物及びこれらの附帯施設であって、その設置後の経過年数が標準計画耐用年数のおおむね３分の２以下であるものをいう。）が河川における土砂の採取、ダムの設置等の人為的要因に伴う河床の変動、流心の移動等によりその取水機能に障害が生じている場合において、これを回復させるために必要な改良又は当該施設に代わるべき施設の新設であって、受益面積がおおむね200ha以上で、これに要する費用の額がおおむね５千万円以上...
	ただし、この場合の事業費（取水施設の機能障害対策に係るもの。）にあっては、受益者負担金の額を当該費用の15％以内とする。
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	（２）事業の完了時において当該事業の受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合が50％以上となることが確実に見込まれるものであること。

	1-5.排水対策特別型（水利施設等高度化事業・農山漁村地域整備交付金）（修正無し）
	1-6.基幹水利施設保全型（水利施設等高度化事業・農山漁村地域整備交付金）（修正無し）
	（２）事業の完了時において当該事業の受益面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合が50％以上となることが確実に見込まれるものであること。
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	３　農業水利施設を対象とする魚道の整備に係る調査研究、整備構想の策定及び魚道の適正な管理に関する推進支援体制の整備・管理マニュアルの作成
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	２　１の機能保全計画は次に掲げる事項を定めるものとする。
	ア　施設現況調査（構造物の環境条件、変状、施設状況等）の概要及び結果
	イ　施設機能診断（劣化の度合いの測定等）概要及び結果
	ウ　劣化原因究明のための構造物の監視
	エ　機能保全対策（対策工法、対策時期、対策概略費）
	３　事業実施主体が県である場合は、策定された機能保全計画の内容に関する情報の集約の推進を図るとともに当該情報が国営土地改良事業によって造成された施設又はこれと一連の管理体系化にある施設に係るものについては、地方農政局長に情報提供を行うものとする。
	採択基準
	末端支配面積が10ha以上であること。
	採択期間は令和７年度までとする。
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	6-8.地すべり対策事業(修正)
	6-10農業水利施設危機管理対策事業（修正なし）
	6-11.ため池緊急防災環境整備事業（新規）
	6-12.農業用施設等災害管理対策事業(修正)
	6-13.農村防災施設整備事業
	6-14.海岸保全施設整備事業(修正)
	6-15.障害防止対策事業（修正無し）
	6-16.農地・農業用施設災害復旧事業（修正無し）
	6-17.直轄災害復旧事業（修正無し）
	6-18.農村地域防災減災事業（調査計画事業）（修正無し）
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	4-10
	10-0表紙
	10-1.みやぎ地域資源保全活用支援事業（修正無し）
	10-4.農地耕作条件改善事業＿修正
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